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料
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
領
収
書
か
支
払
い
を
証
明
す
る
書

類
※
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
場
合

を
除
く
●
医
療
費
控
除
か
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
※
書
類
は
受

診
者
ご
と
、
医
療
機
関
・
薬
局
ご
と
に
事

前
に
集
計
●
寄
付
し
た
団
体
か
ら
交
付
を

受
け
た
寄
付
金
の
受
領
書
や
証
明
書
●
障

害
者
控
除
の
場
合
は
障
害
者
手
帳
や
介
護

保
険
の
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
な
ど

市
の
申
告
会
場
で
相
談
で
き
な
い
人

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

e-T
ax

を
利
用
す
る
か
、
税
務
署
の
申

告
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

●
土
地
や
建
物
の
譲
渡
所
得（
国
・
県
・

市
へ
の
売
却
を
除
く
）が
あ
る
●
住
宅
借

入
金
特
別
控
除（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）１
年

目
が
あ
る
●
株
式
の
譲
渡
や
損
失
繰
越
な

ど
が
あ
る
●
青
色
申
告
で
あ
る

申
告
相
談
の
事
前
予
約
が
で
き
ま
す

　

希
望
日
の
２
開
庁
日
前
ま
で
に
専
用

フ
ォ
ー
ム
か
ら
予
約
し
て
く
だ

さ
い
。
こ
れ
ま
で
通
り
、
当
日
、

会
場
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

申
告
会
場
の
待
ち
人
数
が
確
認
で
き
ま
す

　
市
役
所
本
庁
舎
の
申
告
会
場
の
待
ち
人

数
が
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

郵
送
で
の
申
告
を
希
望
す
る
場
合

　
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
告
書
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
郵
送
で
の
取

障害者控除対象者認定書を交付しています

　この認定書を申告の際に提示すると、所得から一定金額を控除でき
る場合があります。申請後、郵送で交付しますので、必要な人は期間
に余裕をもって申請してください。

▼対象…令和７年１２月３１日時点で、所得税や市・県民税が課税され
ている本人やその扶養家族で、次の全てを満たしている市民◎６５歳
以上である◎身体障害者手帳などを持っていない◎介護保険の「要介
護１」以上の認定を受け、一定の要件を満たしている

▼持ち物…本人の身分証明書※代理人の場合は、代理人の身分証明書
と本人の身分証明書か押印した本人からの委任状を持参
◉問い合わせ…高齢福祉課（☎３９ｰ１２４７）

税
の
申
告
は
、
２
月
３
日（
火
）か
ら
３
月
16
日（
月
）ま
で

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談
を
実
施

忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い

　

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ

る
人
に「
申
告
相
談
会
の
お
知
ら
せ
」を
送

付
し
ま
し
た
。
お
知
ら
せ
が
届
か
な
い
人

で
も
、
今
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
住

み
、
次
に
該
当
す
る
人
は
申
告
が
必
要
で

す
。

▼
申
告
が
必
要
な
人
…
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
●
営
業
・
農
業
・
不
動
産
・

一
時
所
得
な
ど
が
あ
っ
た
※
営
業
・
農

業
・
不
動
産
は
マ
イ
ナ
ス
の
所
得
を
含
む

●
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら
市
に
給

与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
※

ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
。
報
酬
や
手
当
な
ど

が
あ
っ
た
人
は
、
申
告
が
必
要
な
場
合
あ

り
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ

▼
申
告
で
税
額
が
減
額
に
な
る
場
合
が
あ

る
人
…
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
●

昨
年
中
に
退
職
し
た
人
や
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
て
い
た
人
で
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

●
医
療
費
や
寄
付
金
な
ど
の
控
除
が
あ
る

▼
税
証
明
や
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
な
ど
の
軽
減
の
た
め
に

申
告
が
必
要
な
人
…
雇
用
保
険
や
障
害
年

金
、
遺
族
年
金
な
ど
の
非
課
税
収
入
の
み

か
、
収
入
が
な
く
、
税
法
上
で
親
族
の
扶

養
に
な
っ
て
い
な
い

▼
申
告
の
必
要
が
な
い
人
…
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
●
給
与
所
得
の
み
で
勤

務
先
で
年
末
調
整
を
し
た
●
公
的
年
金
の

み
の
収
入
で
、
社
会
保
険
料
や
生
命
保
険

料
、
医
療
費
な
ど
、
追
加
す
る
控
除
が
な

い
●
公
的
年
金
の
収
入
が
年
額
１
４
８
万

円
以
下
の
65
歳
以
上
の
人
か
年
額
98
万

円
以
下
の
65
歳
未
満
の
人
※
年
金
以
外

の
所
得
が
あ
る
人
を
除
く
●
税
務
署
か

e-T
ax

で
確
定
申
告
を
す
る

申
告
に
必
要
な
も
の

▼
全
員
が
持
参
す
る
も
の
…
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
※
無
い
場
合
は
通
知
カ
ー
ド

と
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▼
前
年
中
の
収
入
や
経
費
な
ど
が
分
か
る

書
類
…
◦
給
与
所
得
＝
源
泉
徴
収
票
※
無

い
場
合
は
給
与
明
細
な
ど
◦
年
金
所
得
＝

源
泉
徴
収
票
◦
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所

得
＝
帳
簿
や
通
帳
、
領
収
書
な
ど
※
帳
簿

や
事
前
記
載
資
料
は
事
前
に
作
成
◦
そ
の

他
＝
所
得
金
額
の
計
算
に
必
要
な
収
入
金

額
や
必
要
経
費
が
分
か
る
書
類
な
ど

▼
控
除
に
必
要
な
領
収
書（
昨
年
１
年
間

に
支
払
っ
た
も
の
）・
証
明
書
な
ど
…
●

生
命
保
険
・
地
震
保
険
な
ど
の
控
除
証
明

書
●
国
民
健
康
保
険
税
・
国
民
年
金
保
険

得
を
希
望
す
る
場
合
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
２
月
３
日（
火
）か
ら
３
月
16
日（
月
）ま

で
の
期
間
は
、
税
務
課
で
の
申
告
相
談
は

受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
税
務
署

か
ら
の
案
内
が
届
い
た
人
は
、
税
務
署
の

申
告
会
場
で
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

◉
問
い
合
わ
せ
…
税
務
課（
☎
39
・
１
２

２
３
）、
北
会
津
支
所（
☎
58・１
８
０
９
）、

河
東
支
所（
☎
75
・
２
１
１
２
）

〈表１〉北会津地区・河東地区以外の人の申告相談
対象区域 ところ 申告相談日

湊地区 湊公民館 ２月３日（火）
一箕地区 一箕公民館 ２月４日（水）～６日（金）
大戸地区 大戸公民館 ２月９日（月）
神指地区 神指分館 ２月１０日（火）
東山地区 東公民館 ２月１２日（木）・１３日（金）
町北・高野地区 北公民館 ２月１６日（月）・１７日（火）
門田地区 南公民館 ２月１８日（水）～２０日（金）
上記以外の地区
※「申告相談会のお
知らせ」が届いた場
合は、指定日時を確
認

本庁舎１階
市民ホール

２月２５日（水）～
３月１６日（月）

※土・日曜日、祝日を除く

▼受付時間…◦午前の部＝午前８時３０分～１１時※湊・大戸公
民館は午前９時～１１時◦午後の部＝午前１１時～午後３時
▶相談時間…◦午前の部＝午前９時～※湊・大戸公民館は午前
９時３０分～◦午後の部＝午後１時～
▶その他…事前予約可。指定日に来られない人は２月２５日（水）
～３月１６日（月）に本庁舎１階市民ホールへおいでください

▼受付時間…◦午前の部＝午前８時３０分～１０時３０分◦午後の
部＝午前１０時３０分～午後３時

▼相談時間…◦午前の部＝午前９時～◦午後の部＝午後１時～
▶申告会場…◦北会津地区＝北会津支所１階会議室１◦河東地
区＝河東支所２階中会議室

〈表２〉北会津地区・河東地区の申告相談
申告相談日 北会津地区 河東地区

２月３日（火）

※北会津支所では２月３日
（火）から２０日（金）の期間
中、申告相談を行っていま
せん

藤倉・難波・田中原・六丁・
塩新・広田２月４日（水）

２月５日（木） 東・横堀・新屋敷・郡山・本
宮・金道２月６日（金）

２月９日（月） 北 山・浅 野・界 野・藤 倉 新
田・駒板・塩庭・倉道・槻木２月１０日（火）

２月１２日（木） 大野原・強清水・高ノ下・六
軒・桜石・大林・八田野・稲
荷原・生井２月１３日（金）

２月１６日（月） 漆沢・一本木・空也原・長谷
地・東高野・原田・高塚・葉
山・南高野２月１７日（火）

２月１８日（水） 冬木沢・茶臼森・北高野・柏
原・大和田・熊野堂２月１９日（木）

２月２０日（金） 京手・高畑・代田・北畑・大
坪・大曲・西屋敷２月２４日（火）出尻・和泉

２月２５日（水）田村山・宮ノ下・舘 島・岡田
２月２６日（木）中里・石原・安良田 指定地区なし
２月２７日（金）蟹川
３月２日（月）下荒井・下荒井団地・白山

※河東支所での申告相談は
２月２７日（金）が最終日と
なります

３月３日（火）真渡・鈴渕・真宮新町南一丁
目～南四丁目・真宮新町北３月４日（水）

３月５日（木）東 麻 生・今 和 泉・寺 堀・鷺
林・宮袋・宮袋新田・本田・
十二所３月６日（金）

３月９日（月）中荒井・二日町・ほたるの森

３月１０日（火）下 野・金 屋・西 後 庵・新 在
家・松野・古麻生・西麻生・
麻生新田・天満・大島・北後
庵・柏原３月１１日（水）

３月１２日（木）両 堂・小 松・東 小 松・三 本
松・水季の里・下米塚（本村・
新田・川原丁）３月１３日（金）

３月１６日（月）上米塚・中新田

市・県民税の申告相談の会場が
市役所本庁舎１階に変わります

　市・県民税の申告相談会の会場が、昨年まで
の追手町第二庁舎から本庁舎１階の市民ホール
に変更になります。追手町第二庁舎では申告相
談を行いませんので、ご注意ください。
　なお、駐車場や庁舎内の案内図は
市のホームページをご覧ください。
◉問い合わせ…税務課（☎３９ｰ１２２３）

令和９年から一部の公民館での
申告相談を終了します

　令和９年から、今まで各公民館で行っていた
申告相談の一部を終了します。ご不便をおかけ
しますが、ご理解・ご協力をお願いします。
　なお、北会津・河東支所、湊・大戸公民館で
の申告相談は、引き続き実施します。
令和９年から申告相談を実施しない公民館
●中央公民館神指分館●北公民館●南公民館
●一箕公民館●東公民館
　…………………………………………………
◉問い合わせ…税務課（☎３９ｰ１２２３）

市・県民税の電子申告が
可能になりました

　令和８年度分（令和７年分所得）から、市・県
民税の申告が eLTAX で電子申告できるように
なりました。便利な電子申告を、ぜ
ひご利用ください。
◉問い合わせ…税務課（☎３９ｰ１２２３）

インターネットで税額の試算や
申告書の作成ができます

　「個人市・県民税シミュレーションシステム」
では、給与や年金の源泉徴収票の内容、その他
の所得、必要な控除などを入力して個人住民税
を試算したり、市・県民税の申告書を作成した
りすることができます。作成した申告書を提出
する場合は、申告書にマイナンバーを記入し、
必要書類を添えて直接か郵送で税務課（〒９６５ｰ
８６０１※住所不要）へ提出してください。
　なお、「個人市・県民税シミュレーションシ
ステム」は、市のホームページからご
利用いただけます。
◉問い合わせ…税務課（☎３９ｰ１２２３）
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ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い

　
会
津
若
松
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ン（
以
下
、「
Ｆ
Ｃ
」）で
は
、
市
内
で

撮
影
し
た
映
像
作
品
を
通
じ
て
、
本

市
の
魅
力
を
国
内
外
に
発
信
し
て
い

ま
す
。
撮
影
に
は
皆
さ
ん
の
協
力
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
一
緒
に
活
動
を
盛

り
上
げ
て
い
き
ま
せ
ん
か
。

活
動
へ
参
加
す
る
に
は

　

映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
エ
キ

ス
ト
ラ
な
ど
に
協
力
す
る「
Ｆ
Ｃ
サ

ポ
ー
タ
ー
」や
、
店
舗
や
自
宅
、
土

地
な
ど
を
ロ
ケ
地
と
し
て
活
用
す
る

こ
と
に
協
力
い
た
だ
け
る
人
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法
…
◦
Ｆ
Ｃ
サ
ポ
ー

タ
ー
＝
氏
名
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
、
電
話
番
号
を
明
記
し
、
件
名
を

「
サ
ポ
ー
タ
ー
登
録
」と
し
て
メ
ー

ル
で
観
光
課（
メ
ー
ル kanko@

tw
.city.aizuw

akam
atsu.

fukushim
a.jp

）に
申
し
込
み
※

18
歳
未
満
は
保
護
者
の
同
意
が
必
要

◦
ロ
ケ
地
協
力
者
＝
観
光
課
に
問
い

合
わ
せ

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◉
問
い
合
わ
せ
…
観
光
課（
☎
39
・

１
２
５
１
）

万
が
一
の
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う

避
難
行
動
要
支
援
者
支
援

制
度
に
ご
登
録
く
だ
さ
い

積
極
的
な
登
録
を
お
願
い
し
ま
す　

　
市
で
は
、
災
害
が
起
き
た
と
き
に
支
援

が
必
要
な
人
の
氏
名
や
住
所
な
ど
を
記
載

し
た「
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
」を
作
成

し
て
い
ま
す
。
こ
の
名
簿
は
、
地
域
の
民

生
委
員
や
町
内
会
、
消
防
署
、
警
察
署
な

ど
に
提
供
し
、
災
害
時
の
安
否
確
認
や
避

難
支
援
、
日
頃
の
見
守
り
な
ど
に
役
立
て

て
い
ま
す
。
未
登
録
の
対
象
者
へ
１
月
下

旬
に
案
内
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者
…
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
◎
要
介
護
３
以
上
◎
身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級（
総
合
等
級
）の
第
１
種
を
所
有

◎
療
育
手
帳
A
を
所
有
◎
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
・
２
級
を
所
有
◎
75
歳
以

上
の
一
人
暮
ら
し
世
帯
◎
難
病
患
者
◎
そ

の
他
市
長
が
認
め
る
※
い
ず
れ
の
場
合
も

施
設
入
所
者
は
除
く

▼
登
録
ま
で
の
流
れ
…
①
市
か
ら
対
象
者

に「
名
簿
登
録
同
意
書
兼
個
別
避
難
計
画

作
成
同
意
書
」を
送
付
②
同
意
す
る
対
象

者
は
市
に
同
意
書
を
提
出
③
同
意
書
を
提

出
し
た
対
象
者
の
み
を「
避
難
行
動
要
支

援
者
名
簿
」に
掲
載

個
別
避
難
計
画
の
作
成
に

同
意
を
お
願
い
し
ま
す

　
避
難
行
動
要
支
援
者
一
人
ひ
と
り
に
つ

い
て
、
避
難
を
支
援
し
て
く
れ
る
人
の
情

報
や
避
難
経
路
な
ど
を
記
載
し
た「
個
別

避
難
計
画
」を
作
成
し
て
い
ま
す
。
こ
の

計
画
は
、
計
画
作
成
に
同
意
し
た
人
を
対

象
に
作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。
あ
ら
か
じ

め
避
難
先
や
避
難
方
法
を
考
え
て
お
く
こ

と
で
、
災
害
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
や
市
の
委
託
を
受
け
た
福
祉
事
業
所

な
ど
か
ら
計
画
作
成
に
つ
い
て
案
内
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
作
成
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◉
問
い
合
わ
せ
…
危
機
管
理
課（
☎
39
・

１
２
２
７
）、
高
齢
福
祉
課（
☎
39
・
１
２

９
０
）、
障
が
い
者
支
援
課（
☎
23
・
４
２

４
４
）、
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
23
・
４
５
４

５
）

ご 登 録
ください

　
私
は「
サ
ム
ラ
イ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」

と
し
て
国
内
外
で
活
動
し
て
い
ま
す

が
、
会
津
は「
サ
ム
ラ
イ
」を
発
信
す

る
の
に
最
適
な
場
所
だ
と
思
い
ま

す
。
会
津
ほ
ど
目
に
見
え
な
い
思
い

や
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
残
し
て
い
る
場
所

は
ほ
か
に
は
無
い
と
思
い
ま
す
し
、

特
に
海
外
の
人
は
、
実
際
に
訪
れ
る

と
、
日
本
人
以
上
に
会
津
に
対
し
て

リ
ス
ペ
ク
ト
と
畏い

敬け
い

の
念
を
も
っ
て

い
る
の
で
、
会
津
や
会
津
の
文
化
は

世
界
に
通
用
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
だ
と

思
い
ま
す
。

　
Ｆ
Ｃ
の
活
動
で
は
、
会
津
を
単
な

る
場
所
と
し
て
使
う
だ
け
で
は
な

く
、
撮
影
に
関
わ
る
人
が
会
津
を
理

解
し
、
ま
た
、
地
元
の
人
が
作
品
の

中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
作
品
に
説

得
力
が
加
わ
り
ま
す
。
そ
れ
が
会
津

で
撮
影
す
る
意
義
だ
と
思
い
ま
す
。

地
元
の
人
に
も
っ
と
Ｆ
Ｃ
の
活
動
に

参
加
し
て
も
ら
い
、
一
緒
に
会
津
を

発
信
し
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

フィルムコミッションの活動に
参加しませんか

一緒に地域を盛り上げましょう

『イクサガミ』の撮影が會津藩校日新館で行われました

會津藩校日新館での撮影の様子

あ
な
た
の「
救
い
た
い
」思
い
を
赤
十
字
に
託
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

赤
十
字
活
動
へ
支
援
を

お
願
い
し
ま
す

赤
十
字
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

日
本
赤
十
字
社（
以
下
、「
日
赤
」）は
、

災
害
救
護
や
医
療
支
援
、
社
会
福
祉
活
動

を
行
う
人
道
支
援
団
体
で
す
。

　
日
赤
は
、
戦
時
救
護
が
目
的
で
設
立
さ

れ
ま
し
た
が
、
１
８
８
８（
明
治
21
）年
の

磐
梯
山
噴
火
で
は
、
世
界
初
の
災
害
時
救

護
を
行
い
、
会
津
地
方
で
の
活
動
が
、
赤

十
字
活
動
の
大
き
な
転
換
点
に
な
り
ま
し

た
。寄

付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

日
赤
会
津
若
松
市
地
区
事
務
局
で
は
、

活
動
へ
の
寄
付
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
寄
付
金
は
、
市

内
に
お
け
る
災
害
時
の
炊
き
出
し
や
災
害

見
舞
金
の
支
給
、
救
命
救
急
法
講
習
会
の

開
催
、
福
祉
施
設
な
ど
で
の
奉
仕
活
動
、

街
頭
献
血
へ
の
協
力
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
貸
し
出
し

協
力
事
業
所
の
広
報
な
ど
に
役
立
て
ら
れ

ま
す
。

　
な
お
、
寄
付
金
に
は
、
所
得
税
や
法
人

税
な
ど
の
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

遺
贈（
遺
言
に
よ
る
寄
付
）や
相
続
財
産
寄

付（
相
続
に
よ
る
寄
付
）の
受
け
付
け
も
行

っ
て
お
り
、
寄
付
し
た
財
産
に
は
相
続
税

が
掛
か
り
ま
せ
ん
。
困
っ
て
い
る
人
を
助

け
る
た
め
の
活
動
資
金
と
し
て
、
寄
付
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◉
問
い
合
わ
せ
…
日
赤
会
津
若

松
市
地
区
事
務
局（
地
域
福
祉

課
内　
☎
39
・
１
２
３
２
）

非常食作り訓練の様子

磐梯山大噴火での救護活動

日赤公式キャラクター　
ハートラちゃん

ご協力を
お願いします

Facebook

ＦＣ
ホームページ

Ⅹ

会津若松観光大使
サムライアーティスト

島口 哲朗 さん

岡 田 准 一 が 主 演・ プ ロ
デューサー・アクション
プ ラ ン ナ ー を 担 当 す る
Netfl ix シリーズ。大迫力
の戦闘シーンが會津藩校日
新館で撮影されました

FCの活動の

一部を紹介！

『イクサガミ』特別展を開催中！

　撮影で使用した衣装や小道具を展示しています。
▶とき…～３月３１日（火）午前９時～午後５
時※最終入場は午後４時
▶ところ…會津藩校日新館（河東町南高野）
▶観覧料…無料※別途入館料が必要
◉問い合わせ…観光課（☎３９ｰ１２５１）

麻
あさ

山
やま

 智
とも

信
のぶ

 さん

ロケに参加ロケに参加！！

　エキストラを募集していることを知り、すぐに行ける場所で
の撮影だったので参加しました。初めて参加しましたが、貴重
な体験ができました。出来上がった作品を何度も見たり、家族
に「このシーンは何度も撮り直したんだ」などと話したりするの
も楽しいですね。機会があれば、また参加したいです

イクサガミの
詳細

イ
ク
サ
ガ
ミ
で

イ
ク
サ
ガ
ミ
で

剱剱け

ん

け

ん

伎伎ぎぎ

監
修
を
担
当

監
修
を
担
当
！！


